
仕  様  書 

 

この仕様書は、委託者 市川市（以下「委託者」という。）が発注する下記の業務に関して、受

託者 が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。 

 

１．件  名  音声データ反訳業務 

２．業務目的  本業務は、議事の経過を録音した音声データを反訳し、記録性、資料性、及び証

拠性に優れる正確な会議録原稿を作成することを目的とする。 

３．委託場所  市川市八幡１丁目１番１号 市川市議会事務局議事課 

４．委託期間  令和８年５月１日から令和９年３月３１日 

５．業務内容 

（１）音声データ反訳業務 

委託期間中の各月に、委託者が依頼する本会議、各派代表者会議、常任委員会、議会運営

委員会及び特別委員会等の会議における発言等を録音した音声データにより、反訳原稿を作

成するものとする。 

（２）反訳原稿の仕様及び用例 

反訳原稿については、以下に定める仕様により作成するものとする。なお、反訳の際の用

字は、標準用字用例辞典（公益社団法人日本速記協会発行）によるものとする。 

    ①本会議音声データ反訳業務 

本会議の反訳原稿については、Ａ４版 縦長用紙 横組 段なし １１ポイント印字 

４８字×２８行とする。 

    ②本会議以外の音声データ反訳業務 

本会議以外の反訳原稿については、Ａ４版 縦長用紙 横組 段なし １２ポイント

印字 ３６字×３３行とする。 

    ③原稿の作成はマイクロソフトワード形式によるものとする。 

    ④字体はＭＳ明朝体とする。ただし、発言者等の一部はＭＳゴシック体とする。 

（３）反訳原稿の校正 

反訳原稿は、委託者が次期定例会前に会議録を完成できるよう、受託者において十分に校

正を行うものとする。 

校正は、反訳を行った者以外の者が行うものとする。 

（４）業務履行条件 

    ①業務従事者の資格及び能力 

本業務は、直接的かつ恒常的な雇用関係にある、公益社団法人日本速記協会が認定す

る速記技能検定１級の資格を有する速記者２名以上により行うものとする。 

なお、本業務に従事する速記者は、行政用語に精通し、市川市に関する地名、人名、

事務事業、会議運営等を熟知している者とすること。 



    ②業務従事者名簿の提出 

受託者は、事前に住所、氏名等、委託者が指定した事項を記載した業務に従事する速

記者の名簿を、速記技能検定１級合格者であることを証する書類の写しを添えて、提出

するものとする。 

    ③実績 

都道府県議会又は市町村議会における本会議の会議録反訳業務を過去１５年間にお

いて受託し、履行した実績を有すること。 

（５）資料の交付・貸与 

本業務の実施に当たり、委託者は以下の資料を受託者に交付又は貸与する。 

    ①本会議資料 

本会議において配付した資料及び次第書を交付する。 

    ②委員会等資料 

各派代表者会議、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会（ペーパーレス推進部

会を含む）等において配付した資料、次第書及び発言順序表を交付する。なお、委員会

審査にかかわる資料のうち、①本会議資料で交付したものについては、当該資料を使用

するものとする。 

    ③音声データ 

本会議及び委員会等における発言等を録音した音声データは、どこでもキャビネット

（株式会社大塚商会提供）を使用し受託者の電子メールアドレス宛に交付する。また、

本会議の場合は、原則として会議のあった日からおおむね３日以内に交付する。 

    ④資料の返却 

本会議資料及び委員会資料のうち委託者の指定するものについては、受託者は委託者

が指定する期日までに返却するものとする。 

６．定例会実施予定日及び業務時間の算出 

（１）定例会実施予定日 

市議会定例会については、下記の予定で実施するものとする。なお、日程については委託

者の事情により変更される場合がある。また、臨時会が開催される場合、委託者は会期、開

催日、開議時間等を速やかに受託者に通知するものとする。 

①６月定例会 

令和８年６月５日（金）から６月３０日（火）まで 

②９月定例会 

令和８年９月４日（金）から１０月２日（金）まで 

③１２月定例会 

令和８年１２月４日（金）から１２月２１日（月）まで 

④２月定例会 

令和９年２月中旬から３月中旬まで 



（２）音声データ反訳業務時間の算出 

音声データ反訳業務時間については、委託期間中の各月において、本会議、各派代表者会

議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会等の区分別に委託者が依頼する会議時間の合

計の時間数により算出するものとし、委託期間中の予定数量については別表のとおりとする。 

なお、予定数量は変動する場合がある。 

（３）端数時間の処理 

音声データ反訳業務時間の算出において１時間未満の端数時間が生じた場合、１５分未満

の端数は４分の１時間として計算し、以降１５分を経過するごとに４分の１時間ずつ加算す

る。 

７．成果品 

（１）反訳原稿 

    受託者は、当該業務委託を完成させた成果として、本仕様書「５．業務内容（２）反訳原

稿の仕様及び用例」に定める反訳原稿を委託者に提出するものとする。 

（２）反訳原稿電子データ 

受託者は、反訳原稿の提出に合わせて、反訳原稿の電子データを委託者が指定する電子メ

ールアドレスに送付する。ただし、委託者が必要と認める場合は、反訳原稿の電子データを

外部記憶媒体（ＵＳＢメモリ等）により提出するものとする。 

（３）反訳原稿の正確度 

反訳原稿は、９９．９％以上の正確度を有するようにする。 

正確度は、句読点を除く表記、聞き間違い、打ち間違い等による誤りを１字１失点として

計算する。 

正確度が９９．９％未満の場合、速記反訳原稿を至急作成し直すものとする。 

（４）反訳業務報告書 

受託者は、各月の音声データ反訳業務を完了した後、反訳業務報告書を委託者に提出する

ものとする。報告書の内容は、各種会議の区分別（ペーパーレス推進部会は特別委員会に含

む）の名称及び反訳業務時間、会社名、住所、責任者名とする。 

なお、反訳業務時間については、実時間及び端数時間処理後の換算時間を記載すること。 

また、各種会議の反訳及び校正を行った者がわかる表を別紙として任意の書式で添付する

こと。 

（５）成果品の納期 

成果品については業務ごとに下記のとおり提出するものとする。なお、委託者が規定する

年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日）は納期の算定には含めないものとする。 

    ①音声データ反訳業務 

音声データ反訳業務の成果品については、委託者が受託者に依頼する日の翌日から

起算して３０日以内に提出するものとする。ただし、提出期限が市の休日（土曜日、

日曜日、祝日）であるときは、翌営業日に提出するものとする。 

また、３月２日以降に依頼するものについては３月３１日までに提出するものとす

る。その際、依頼する日から納期までの期間に応じて、「②特急反訳納期」を定めた



ものとして取り扱う。 

    ②特急反訳納期 

委託者に特別の事情がある場合は、委託者と受託者とが協議の上、特急反訳納期を定

めるものとする。 

特急反訳納期の期限については、委託者が受託者に依頼する日の翌日から起算して、

それぞれ７日以内、１４日以内、２１日以内のいずれかの納期を定めるものとし、委託

期間中の各納期の予定数量については別表のとおりとする。 

なお、予定数量は変動する場合がある。 

８．委託代金及び支払方法 

（１）委託代金 

委託代金については、頭書の契約書に定める単価に、本仕様書「６．定例会実施予定日及

び業務時間の算出」の各項の規定により算出した業務時間数を乗じて得た金額とする。 

また、特急反訳納期を定めた場合の委託代金については、頭書の契約書に定める単価に特

急反訳の対象となる音声データ反訳業務時間数を乗じて得た金額を加算するものとする。 

（２）支払方法 

委託代金の支払いについては、受託者が受託した業務が完了し、上記の成果品が提出され

た後、委託者の検査に合格したときに、受託者の請求により支払うものとする。 

９．出張速記業務・速記反訳業務の実施 

（１）業務内容 

委託期間中に行われる市川市議会の定例会及び臨時会の本会議において、録音機器の故障

等により音声データ反訳業務のための録音が行えない場合に限り、当該会議での発言等のす

べてを速記法により記録し、反訳原稿を作成するものとする。 

    ①出張速記業務 

受託者の速記者が、本会議におけるすべての発言等を速記法により記録するものとす

る。 

    ②速記反訳業務 

出張速記業務において速記者が記録した速記符合を成文化し反訳原稿を作成するも

のとする。 

（２）その他 

出張速記業務及び速記反訳業務の実施が必要となった場合、委託者はその旨を速やかに受

託者に通知するものとする。また、業務時間及び委託単価等については、委託者と受託者と

がその都度協議の上、決定するものとする。 

１０．その他  

（１）委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を

受託者に求めることができる。 

（２）受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の

責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。 

（３）受託者は、本業務の作業を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。 



（４）受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律

を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 

（５）受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用

してはならない。契約終了後も同様とする。 

（６）業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。 

（７）この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者とがその都度協議の

上、決定するものとする。 

 

○別表：委託期間中の各業務の予定数量 

 

業務名 予定数量 

音声データ反訳業務 ２１４．００時間 

特急反訳 

（音声データ反訳依頼の翌日より７日以内） 
８．００時間 

特急反訳 

（音声データ反訳依頼の翌日より 14 日以内） 
１９．００時間 

特急反訳 

（音声データ反訳依頼の翌日より 21 日以内） 
２３．００時間 

 


